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製品原価の構築性に関する一考察
──制度的拘束と原価概念の多ٛ性をめぐって──
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　会計を行う上で，原価計算は不可欠なものである．製品原価の情報は，あらΏる会計の目的
で必要だからである．
　Beyer�and�Trawicki（1972）は，会計システムの目的を３つあげている．
（a）株主，債権者，政府，経営管理者に対して，企業に委託された資産の会計報告，および期

間的な財務ঢ়態と成果についての説明を行なうこと．
（b）企業の業務の計ը・統制において，経営管理者をࢧԉする࢓組みを提供すること．
（c）経営意思決定をࢧԉする定量情報を提供すること．
　（a）は財務会計の目的であり，（b）と（c）は管理会計の目的である．（b）と（c）は，わが
国で長らくࢧ持されてきた管理会計の体ܥである業績管理会計（b）と意思決定会計（c）を表
している．これらのすべての目的に製品原価の情報が必要になるのはいうまでもない．
　しかしながら，製品原価というのは非常にやっかいな存在である．本稿でも詳しくड़べるが，
製品原価は経࿏の選択とཻ度の許容の݁果構築された数値である．決して一ٛ的に決まるもの
ではない．製品原価の利用目的や，計算システムのコスト・ベネフィット分析などによってこ
の経࿏の選択とཻ度の許容はさま͟まな݁果を生Ή．
　言い換えれば，製品原価は客観的に「༩えられる」ものではなく，目的に応じて「つくられる」
ものであり，その意味で一定のフィクション性をଳび͟るを得ない．この点を正しく理解する
ことは，原価計算の本質をଊえるうえで不可欠である．
　しかし，わが国では長らく『原価計算基準』（以下ɺ『基準』）が事実上の実ફ規範として機能
し，製品原価の計算方法を制度的にݻ定化してきた．その݁果，原価計算の構築性が十分に認
識されず，目的に応じた原価の多様なあり方が制度的に཈制されてきたଆ面がある．『基準』が
もたらすこうした拘束性，すなわち「原価計算基準のढറ」は，原価計算のॊೈな発展を્֐
する要Ҽとして慎ॏに検討する必要がある．
　この問題を明らかにするためには，まず財務会計における製品原価がどのような制度的要請
のもとで構築されているのかを確認する必要がある．財務会計は外部報告という制度的目的を
持つ以上，製品原価にも一定の規律が課されるが，その規律がどのような論理構造を持ち，ど
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の範囲で原価の構築を許容しているのかを明確にすることがॏ要である．
　そのうえで，財務会計の制度的࿮組みの外部で企業がಠ自に構築する「制度外原価計算の意
ٛ」を検討する必要がある．制度外原価計算は，ച価比較や採算性判断といった意思決定目的
に特化した原価情報を提供するものであり，原価計算の構築性をもっとも純ਮな形で体ݱする
領域である．
　以上のように，製品原価は会計のさま͟まな場面で必要とされる一方，その数値は前提や計
算方法の選択によって構築される性質をもつ．本稿では，まず製品原価がどのように「つくら
れる数値」であり，どのようなフィクション性をଳびるのかを整理したうえで，財務会計にお
ける制度的࿮組みと，企業がಠ自に行う制度外原価計算のҐ置づけを検討する．

̎ɽ੡඼ݪՁࢉܭͷϑΟΫγϣϯੑ

���ɹ੡඼ݪՁࢉܭ͸ϑΟΫγϣϯ͔
．部（1987）は，製品原価計算について次のようにड़べているٶ　
　「製品別コストの算定は，どのような方法をとΖうとも，一つのフィクションである．その意
味では，とことんີݫ性を追求する౒力は考えようによっては，ナンセンスなこととなる．」（ٶ
部，1987，75ท）
　間接費の配ො計算は，どのような方法をとΖうとも݁局「決め」の世界であるため，ここで
いう「とことんີݫ性を追求するような౒力」をしたとしても，݁局は配ො計算を経༝した製
品原価はフィクションになってしまう，ということである．また，原価計算を行う上で製品原
価にたどりணくまでにはさま͟まな分ذ点がある．加えて，計算に用いる物量等のデータのཻ
度も選択しなければならない．そうなると，それらの組み合わせによってはフィクションの度
合いが大きく異なってくることになる．この製品原価のフィクション性は，時代ܶのフィクショ
ン性とྨࣅしている．時代ܶの場合，どの程度史実に合わせるのか，史実を採り入れるのか，
ということによってフィクションの度合いが変わる．史実をまったくແࢹした「౧太郎ࣆ」の
ようなߥ౜ແܤな௧շָޘ時代ܶから，ある程度史実を採り入れたNHKの大河ドラマ（これも
あくまでフィションである）まで，非常に෯がある．݁局，ࢹௌ者がどのようなドラマを期଴
するのか，ということによってこのフィクション性の度合いの許容は異なってくるだΖう．こ
の許容の範囲は，製品原価計算の場合はその利用目的にґるであΖう．
　財務会計の領域において，Hines（1988）が構築主ٛ的な会計観を示しているが，それは製品
原価計算のフィクション性を説明する上で非常に示唆に෋Ή考え方である．
　Hines（1988）は，財務会計が客観的な経済実態を中立的に測定・伝ୡする技術であるとい
う通念を൷判し，会計が社会的ݱ実を構成する実ફであることを明確に論じている．Hines
（1988）は，資産，収益，組織境界といった会計概念が自વに存在するものではなく，会計専門
職による分ྨ，認識，測定の行為によって「ݱ実化」される構築物である点を示している．ま
た，会計がඳく「ݱ実のֆ」は利֐関܎者の判断や行動を方向づけ，組織の存ଓ可能性や社会
的資源配分に実質的な影響を及΅すため，会計は社会டংをҡ持・再生産する制度的権力とし
て機能するという．さらに，主流の会計研究が会計を客観的情報システムとして前提化するこ
とで，会計の構築的性質を不可ࢹ化し，その社会的・政治的役割をա小評価してきた点を൷判
する．Hines（1988）は，会計が「ݱ実を伝ୡする」のではなく「ݱ実を構成する」営みである
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ことを認識することが，会計実務・会計研究૒方にとって不可欠であると݁論づける．
　この考え方を製品原価計算の構造に当てはめてみるとどのように説明できるだΖうか．製品
原価計算における直接材料費・直接࿑務費・製造間接費のいずれにおいても，後ड़するように
୯価ઃ定や配ො方法，基準ૢ業度の選択など，多数の判断が介在することから，算出される原
価は།一の客観的数値ではなく，利用目的に応じて構築された数値である．このような構築性
は，会計情報が経済的実態を୯に「൓ө」するのではなく，ΉしΖ会計が語ることによって特
定のݱ実を「構成する」と論じた�Hines（1988）の議論とਂく整合する．Hines（1988）は，会
計は外部にطに存在する客観的事実を受動的にࣸし取るものではなく，会計が採用する分ྨ，
測定，表示の࿮組みそのものが，経済主体が認識し行動する「ݱ実」を形成すると指ఠしている．
原価計算における多様な選択可能性は，まさにこの「会計がݱ実を構成する」というࢹ点を۩
体的に体ݱしている．
　原価計算では，どの୯価を採用するか，どのૢ業度を基準とするか，どの期間のものを代表
値とみなすかといった判断が，製品の採算性，工場のޮ཰性，さらには経営者の意思決定に直
接影響を༩える．つまり，原価計算は୯に「原価を測る」技術ではなく，特定の利用目的に適
合するように「原価というݱ実」を構築する実ફである．Hines（1988）が示したように，会計
は「語ることによってݱ実をつくる」のであり，原価計算における選択の介在は，原価が本質
的にフィクション性をଳびた管理的構築物であることを示す理論的ࠜڌとなる．以下，製品原
価の計算において直接費および間接費の計算においてどのような選択の介在がありうるのかを
ड़べる．

���ɹʮߏங͞Εͨ਺஋ʯͱͯ͠ͷ੡඼ݪՁ
　（1）直接費の計算におけるフィクション性
　直接材料費の消費୯価のઃ定においては，実際෷出価格，標準価格，予定価格，ロット別価格，
ങ条݅別価格，さらには市場価格指数を用いた調整価格など，多様な方法が存在する．これߪ
らの方法は，材料の調ୡ条݅，価格変動の程度，ߪങ戦略，在ݿ評価方਑（総平ۉ法，移動平
別の判断にґ存して選択されるため，どݻ別法などの選択）など，企業ݸ，法，先入先出法ۉ
の୯価を採用するかによって製品原価は大きく変動しうる．したがって，材料消費୯価のઃ定
ஈ֊において判断が介在することは，製品原価が།一の真実を示すものではなく，一定のフィ
クション性をଳびた数値であることを示唆している．
　さらに，材料価格は市場変動の影響をڧく受けるため，どの期間の価格を採用するか，どの
程度平準化するか，ߪങロットの影響をどのように扱うかといった選択が不可ආである．たと
え市場価格データやߪങཤྺを詳細に収集できたとしても，それらをどのように集計し，どの
価格を「代表値」とみなすかという判断はґવとして残る．
　以上の点から，直接材料費の消費୯価は，実務的要請や管理目的に応じてෳ数のઃ定方法か
ら選択される「構築された୯価」であり，その݁果として算出される製品原価もまた，一定の
フィクション性をଳびた管理的数値として理解することができる．
　直接࿑務費の計算には消費௞཰のઃ定が不可欠である．このઃ定方法には，実績௞཰，標準
௞཰，予定௞཰，技能等級別௞཰，ۈ務形態別௞཰など，多様な選択ࢶが存在する．これらの
方法は，それͧれ異なる前提・目的・計算技法に基づいており，どの௞཰を採用するかによっ
て製品原価は大きく変動しうる．
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　したがって，製品原価計算における直接費の計算は୯なる客観的計測行為ではなく，利用目
的に応じてෳ数の計算可能性が開かれた「選択の体ܥ」として理解する必要がある．
　（2）間接費計算におけるフィクション性
　製造間接費の配ොにおいては，実際配ො，予定配ො，標準配ොといったෳ数の配ො方法が存
在し，さらに予定配ොや標準配ොを採用する場合には，基準ૢ業度として理論的生産能力，実
際的生産能力，平ૢۉ業度，期଴実際ૢ業度など，異なる前提の中から選択しなければならな
い．これらの選択ࢶは，いずれも製品原価に大きな影響を及΅すため，製造間接費の配ොは客
観的な計測行為ではなく，利用目的に応じてෳ数の計算可能性が開かれた構築的プロセスとし
て理解されるべきである．
　実際配ොは客観性が૬対的には高い一方で，ૢ業度の変動により製品原価が大きく変動する
ため，原価の安定性という観点では必ずしも望ましくない．また，情報が確定するのが遅い（す
べての記࿥をしめるまで原価数値がわからない），という適時性においてのக命的な欠ؕもあ
る．これに対し，予定配ොや標準配ොは原価の安定化と情報提供のਝ速化を可能にするが，そ
のためには基準ૢ業度のઃ定というさらなる判断が不可ආとなる．理論的生産能力を採用すれ
ば常にݻ定費のա大配ො差異が生じ，実際的生産能力を採用すれば余৒能力・༡休能力の扱い
が問題となる．平ૢۉ業度や期଴実際ૢ業度を採用する場合も，どの期間を基準とするか，ど
の程度平準化するかといった判断が介在する．したがって，基準ૢ業度のઃ定は，原価計算の
客観性を保ূするものではなく，ΉしΖ原価が利用目的に応じて構築されるものであることを
示す典型例である１．
　また，製造間接費の配ොにおいては，配ො方法の選択に加えて，どのような配ො基準を採用
するかという判断が不可ආであり，この選択が製品原価の構築性を一૚高める要Ҽとなる．配
ො基準としては，直接作業時間，機ցՔ働時間，材料費，加工費，あるいはෳ数基準を組み合
わせた方法など，多様な選択ࢶが存在する．これらの基準は，いずれも製造間接費を発生させ
る経営資源の利用や消費のঢ়گを׬શに൓өするものではなく，どの基準を採用するかによっ
て製品原価は大きく変動する．したがって，やはり配ො基準の選択も，原価計算が客観的な測
定行為ではなく，利用目的に応じて構築されるプロセスであることを୺的に示していることに
なる．
　この点は，活動基準原価計算（ABC）を採用した場合であっても変わらない．ABC�は従དྷ
の୯一基準配ොの限界をࠀ෰し，より経営資源の利用や消費のҼ果関܎に基づく配ොを可能に
するとされるが，実際には活動の定ٛ，資源ドライバーや活動ドライバーといったコストドラ
イバーの選択，活動プールの集໿度，データ収集範囲など，多数の判断が介在する．これらの
選択は，いずれも異なる原価構造を生み出しうるため，ABCが「真の原価」を提供するわけで
はなく，ΉしΖ高度に構築された原価モデルを形成する．したがって，ABC�の採用はフィク
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１　理論的生産能力や実際的生産能力は，企業が保有する供څ能力を基準とする指標である．これらを用
いて算定されるૢ業度差異（不働能力差異）は，Ք働せずに余っている能力を՟ฎ価値として可ࢹ化す
る情報となる．この差異はΩャパシティ・サイズの適否を判断するためのアラートとして機能するた
め，管理会計において有用な指標となり得る．
　一方，平ૢۉ業度や期଴実際ૢ業度は，ध要の変動を織り込んだध要ଆの基準である．これらの基準
を用いると，平ۉ化の対৅となる期間において利益を平準化するޮ果が生じる．そのため，この基準は
財務会計における利益計算に適した方法となる．
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ション性のഉ除ではなく，別の形でのフィクションの構築にす͗ないという点を認識する必要
がある２．
　たとえば，直接࿑務時間を基準とする場合には࿑働集໿的な工程がॏࢹされ，機ցՔ働時間
を基準とすればઃඋ集໿的な工程が૬対的にॏく評価される．同様に，ABC�においても，どの
活動を「主要活動」とみなすか，どのコストドライバーを採用するかによって，製品間の原価
配分は大きく変動する．つまり，配ො基準の選択は，製品の「どのଆ面」を原価の中心にਾえ
るかという価値判断を内แしており，原価が།一の実態を൓өするものではなく，特定の֯ࢹ
から構築されたフィクションであることを示している．
　以上の点から，製造間接費の配ොは，配ො方法や基準ૢ業度，そして配ො基準の選択を通じ
て形成される「構築された原価」であり，その݁果として算出される製品原価もまた，一定の
フィクション性をଳびた管理的数値として理解することができる．
　このように，直接費および間接費の計算のプロセスにおいてはさま͟まな分ذ点があり，ど
の経࿏を通ったかによって計算されてくる݁果も異なってくる．そしてそれͧれの経࿏におい
てデータのཻ度をどの程度にするのか，という選択によっても計算される݁果は異なってくる．
その意味では，ݻ定製造間接費の製品別配ොを行わない直接原価計算においても，そこで計算
される製品原価はݻ定費（の配ො）が持ち込Ήフィクション性がഉ除されたにա͗ず，ґવと
して変動費の部分にフィクションの要素は残っている．たとえていうならば，「౧太郎ࣆ」が
「大岡ӽ前」になったようなものなのである．

���ɹ૯߹ݪՁࢉܭ΁ͷٙ໰
　製品原価計算のフィクション性を҉に指ఠしたものに，ྛ（2021）がある．そこでは，総合
原価計算では製品原価計算ができない，という主ுがなされている．
　ྛ（2021）は，中小企業の多くが総合原価計算を採用しているにもかかわらず，経営者が求
める「原価管理」や「製品のݸ別原価の೺Ѳ」が実ݱしていないݱঢ়を問題ࢹし，その原Ҽを
総合原価計算の構造的限界に求めている．経営者が原価計算に期଴するのは，原価のҾ下げと
製品別採算の೺Ѳであるが，総合原価計算ではこれらの目的をୡ成できないと指ఠする．
　まずྛ（2021）は，原価計算の目的を「財務諸表作成」と「原価管理」の二つに整理し，特
に原価管理においては，原価のҾ下げ（原価企ը・原価改ળ）と原価ਫ準のҡ持（標準原価計算）
がॏ要であるとड़べる．原価管理に必要なのは՟ฎ価値だけでなく物量情報であり，IT�の進展
により大量の物量データを扱えるようになったݱ在，従དྷの『基準』が財務諸表作成にॏきを
置いていた理༝はもはやଥ当性を失いつつあるとする．
　次にྛ（2021）は，原価管理と製品別原価計算の基ૅとなる原価部門（コストセンター）の
ઃ定を論じ，作業センターと原価部門が一கしなければ付加価値活動の೺Ѳも正しい製品原価
計算も不可能であると指ఠする．付加価値は工程を横断して生成されるため，原価部門は組織
ਤではなく実際の作業୯Ґに基づいてઃ定されるべきであるとする．
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２　ABC�の計算原理を説明する際のઃ例では，ૢ業度に基づく配ො基準によって製造間接費を一ׅ配ො
する方法が「伝統的原価計算」として対比される．しかし，そこで提示される伝統的原価計算は，実務
とかけ཭れた形で極୺に୯純化・࿪ۂされたものである．݁果として，その説明は，ߥ౜ແܤなフィク
ション（伝統的原価計算）を，多গもっともらしいフィクション（ABC）に置き換えただけにす͗ない．
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　そのうえでྛ（2021）は，総合原価計算では製品のݸ別原価を計算できない理༝を詳細に論
じる．総合原価計算は「期間生産量」を原価集計୯Ґとするため，製品原価は平ۉ値にす͗ず，
物と連動しない．工程別総合原価計算であっても，実態は部門別計算の積み上げであり，製ݱ
品別原価計算にはならない．さらに，不能཰によるロスが期間内の製品にബめられるため，原
価管理情報としても不適切である．例外は୯品種生産でֻ࢓品が存在しない場合，またはプロ
セス産業のように連ଓ生産が不可ආな場合に限られるとする．
　ではなぜ総合原価計算が実務で使われଓけるのか．ྛ（2021）は，その理༝を「経理部主ಋ
の原価計算実務」に求める．総合原価計算は原価会計の知識だけで処理でき，ֻ࢓品評価も会
計士が監査しやすい．一方，ݸ別原価計算のಋ入には製造・生産管理・生産技術・IT�の知識が
必要であり，経理部だけでは対応が難しいため，総合原価計算がԹ存されてきたとする．
　ྛ（2021）の議論には，製品原価を「ݱ物にཪ付けられたݸ別原価」としてີݫに೺Ѳすべ
きものと定ٛづけ，その定ٛを前提として総合原価計算の不適切性をಋくという構成上，一定
の論理的にແ理な部分が認められる．すなわち，この議論では原価管理の要請をڧ調するあま
り，製品原価の概念を管理目的に特化したٛڱのものへと収Ꮡさせており，財務報告・期間損
益計算・在ݿ評価といった他の制度的要請に応じて形成されてきた製品原価の多ٛ性を十分に
考ྀしていないように見える．そのため，総合原価計算が「ݸ別原価を算定できない」という
݁論は，ྛ（2021）が採用する定ٛを前提とした場合にはଥ当であるものの，製品原価の機能
や利用目的がෳ数存在するという一ൠ的な理解を౿まえると，議論の範囲がやや限定的になっ
ているといえる．
　しかしながら，このような前提ઃ定のڧさ・ڱさに起Ҽする論理的制໿がある一方で，ྛ
（2021）が総合原価計算の構造的੬ऑ性を୮念に指ఠするա程は，明示的にड़べてはいないもの
の，製品原価という概念自体が本質的にフィクション性をଳびうることをٯ説的にුかび上が
らせている点で興味ਂい．すなわち，総合原価計算では平ۉ化・希ऍ化・期間配分といったૢ
作が不可ආであることを示すこの議論は，製品原価が客観的・実体的な値として存在するので
はなく，計算体ܥの構造と前提にґ存して形成される૬対的な指標にす͗ないということを҉
に示唆している．
　このような総合原価計算のフィクション性は，等級別総合原価計算を採用している場合には
ことの΄かݦ著になる܏向にある．等級別総合原価計算については，従དྷから明確な理論的ࠜ
が十分に示されているとはいいがたく，その成立ա程をみても，組別総合原価計算を؆ศにڌ
適用するための実務的手法として発展してきたଆ面がڧい．すなわち，等級区分のઃ定や等級
間の原価配分方法は，製品の物理的特性や工程上の必વ性に基づくものもあるものの，実務上
のศٓや，測定や計算の؆略化を目的としてಋ入されたという意味合いもڧい．このため，等
級別総合原価計算によって算出される製品原価は，あたかも客観的に༩えられた数値であるか
のように扱われがちであるものの，そのഎ後には等級区分のዞ意性や配分方法の選択といった
構築的要素が不可ආ的に存在する．
　とりわけ，等級間の原価差をどの程度൓өさせるか，あるいはどの基準で等級をઃ定するかと
いった判断は，制度的に定められたものではなく，企業͝との実務׳行に大きくґ存している．
その݁果，同一の生産プロセスであっても，等級のઃ定方法や配分基準のҧいによって算出され
る原価は大きく変動しうる．したがって，等級別総合原価計算の݁果は，総合原価計算一ൠに内
在する平ۉ化・希ऍ化の問題に加えて，等級ઃ定や݁合原価の配分方法の選択という追加的な構
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築プロセスを経て形成されるものであり，一定のフィクション性をଳび͟るを得ない３．

���ɹϑΟΫγϣϯੑ͸੡඼ݪՁࢉܭͷݶքͳͷ͔ʁ
　ここまで議論したように，製品原価計算は多様な前提選択にґ存しているため，一定のフィ
クション性をଳびることはආけがたいことである．しかし，この構築性は原価計算の欠ؕを
意味するものではなく，ΉしΖ会計情報が制度的・管理的文຺に応じて構築されるという会計
の本質を示すものである．この点は，先にも紹介した，会計が「ݱ実を伝ୡするのではなく，
語ることによってݱ実を構成する」と論じた�Hines（1988）の構築主ٛ的な会計観とਂく݁び
つく．原価計算における୯価ઃ定，配ො方法，基準ૢ業度の選択といった諸判断は，まさに�
Hines（1988）が指ఠした「会計がݱ実をつくる」プロセスの۩体的な表れである．
　原価は།一の「真の値」を測定するものではなく，財務会計・管理会計といった異なる目的
に応じてෳ数のݱ実が構築される．財務会計では外部報告の信頼性と比較可能性を確保するた
めに制度的に整えられた原価が構築される一方，管理会計では意思決定・業績評価・原価管理
といった目的に応じて標準原価，予定原価，直接原価など異なる原価概念が選択される．これ
らの原価は，いずれも目的に応じて意味づけられた構築物であり，Hines（1988）が示したよう
に，会計が特定の行動や認識を方向づける「ݱ実」を形成する役割を担っている．
　したがって，製品原価計算がフィクションであるという事実は，原価計算の限界を示すもの
ではなく，ΉしΖ会計が制度的・管理的目的に応じてෳ数のݱ実を構築しうるというॊೈ性を
示すものである．ॏ要なのは，原価が構築物であることを前提に，その構築の前提・目的・利
用場面を明確化し，適切な原価概念を選択することである．このࢹ点に立つと，原価のフィク
ション性は否定的にଊえるべきものではなく，ΉしΖ原価計算が多様な管理目的に応えるため
の制度的・理論的ॊೈ性として積極的に評価されるべきである．
　もっとも，原価計算が目的に応じて多様な構築物として形成されうるというॊೈ性を認めた
としても，わが国では制度的࿮組みとしての『原価計算基準』がその可能性を十分に活かす方
向には機能してこなかったという問題が残る．すなわち，本དྷは目的に応じてෳ数の原価が構
築されうるにもかかわらず，基準の存在がその選択ࢶをڱめ，原価計算の発展を制度的に拘束
している可能性を検討する必要がある．

̏ɽ『ݪՁجࢉܭ४』ͷढറ

���ɹ『ݪՁجࢉܭ४』ͷ࠾༻ঢ়گ
　わが国において長らく実ફ規範として参照されてきたのが，1962年に当時の大蔵省企業会計
審議会の中間報告として公表された『原価計算基準』（以下『基準』）である．周知のとおり，『基
準』は公表から一度も改定されてこなかった．後ड़するが，『基準』は，財務会計（制度会計）
のための基準としての性格と，管理会計のための指਑としての性格をซせ持つ．しかし，この
二ॏの性格Ώえに，いずれの目的から見ても中途൒୺なҐ置づけにとどまっていることは否め
ない．たとえば，『基準』が規定する原価概念は制度会計上の原価を前提としており，管理会計
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３　ここで示されている等級別総合原価計算の諸々の性格や制度的変遷の詳細については，高橋	2025
を
参照されたい．
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の指਑を掲げながらも，機会原価のように管理会計でॏ要な役割を果たす原価概念を定ٛし得
ないという矛盾を๊えている．
　このようなةうい性格をはらんだ『基準』であるが，ݱ代ではどれ΄ど企業実務にਁಁして
いるのであΖうか．川野（2022）が行ったアンケート調査に『基準』の採用ঢ়گを示すものが
ؚまれている．
　川野（2022）が行った調査によると，『基準』の採用ঢ়گはਤ表１のとおりである．川野
（2022）は，①「ݱ行『原価計算基準』をશ面的に適用している」，②「ݱ行『原価計算基準』
のझࢫと業種の特घ性を౿まえて自社の原価計算規定を作成し適用している」という，いずれ
も『原価計算基準』を比較的ڧく採り入れているとみなせる回౴の割合が，91.8ˋ，77.0ˋ，
61.9ˋへと推移し減গしている点から，企業における『基準』཭れが進行していると解ऍして
いる．もっとも，そのように解ऍできる一方で，ґવとして62ˋऑの企業が『基準』を大෯に
採用しており，まったく採用していない企業は15.1ˋにとどまる．

���ɹ『ج४』͕಺แ͢Δ໰୊
　前ड़のように元々，『基準』はある種ෳࡶな性格を持つものであることが古くから指ఠされて
きた．『基準』では，「原価計算の一ൠ的基準」として，①財務諸表作成に役立つための一ൠ的
基準②原価管理に役立つための一ൠ的基準③予算の編成ฒびに予算統制に役立つための一ൠ的
基準をあげている（『基準』６）．山ᬑ（1976）によれば，真に基準とݺͿことができるのはこ
のうちの①に限られ，②と③は୯に指਑にす͗ないという．そして，次のように指ఠするので
ある．
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ਤද̍ɹ『ݪՁجࢉܭ४』ͷ࠾༻ঢ়گ

2001ʙ
2002年度

2011ʙ
2012年度 2020年度

行『原価計算基準』をશ面的に適用しているݱ① 25.4� 29.3� 36.0�
と業種の特घ性を൓өさせた自社のࢫ行『原価計算基準』のझݱ②
原価計算規定を作成し適用している 66.4� 47.7� 25.9�

③製品原価ຢはサービス原価の算定手ଓきに関してのみݱ行『原価
計算基準』を適用している 6.7� 3.4� 2.9�

行『原価計算基準』のうち原価管理の手ଓき（標準原価計算制ݱ④
度など）のみを適用している 1.5� 1.1� 6.5�

行『原価計算基準』は実情にそぐわなくなっているため，新たݱ⑤
に自社の原価計算規定を作成し適用している 0.0� 2.3� 0.7�

ᶈ『原価計算基準』は監査上の要請から適用しているだけであり，
あまりその必要性を感じていない 9.7� 5.2� 12.2�

ᶉݱ行『原価計算基準』に関܎なく原価計算を実施している 9.7� 5.7� 15.1�
ᶊその他 7.5� 5.2� 0.7�
回౴企業数 134社 174社 139社

　（出所：川野（2022），32ท）



31製品原価の構築性に関する一考察－制度的拘束と原価概念の多ٛ性をめぐって－（高橋　賢）（ ） （ ）

　「企業会計原則としての『原価計算基準』は多くの人によってޡ解されている．そしてݱ行の
『原価計算基準』の文ষはこの点においてミスリーディングであるといわなければならない．」
（山ᬑ，1976，５ท）
　山ᬑ（1976）は，このような性格から，『基準』を「スフィンクス的存在」，そして「ົحな『基
準』」とまでݺんでいる．こうした基準になってしまった点について，山ᬑ（1976）は次のよう
にड़べている．『基準』は，先行する「製造工業原価計算要綱」を基ૅに，標準原価計算による
原価管理の要素を加えて再構築する方਑のもとで検討が進められた．そのա程で，米国会計学
会（AAA）の1955年報告が提示した広範でݱ代的な原価計算理論が研究者に大きな影響を༩え，
採用可能な部分を基準に取り込Ή౒力がなされた．しかし࠷終的には，『基準』が企業会計原則
の一部としてҐ置づけられる制度的性格を౿まえ，研究者はその࿮組みに適合する形でݱ行の
『基準』をࡦ定するに至ったというのである４．
　以上のような事情から，『基準』は財務会計のための基準としての性格と，管理会計のための
指਑としての性格をซせ持つ，きわめてᐆດな形で成立した．このᐆດさこそが，その後の改
定の方向性を不明確にし，時代や環境が大きく変化しているにもかかわらず，60年以上にわた
り改定が行われてこなかった主要な要Ҽの一つであると筆者は考える．
　長期間改定されなかった݁果，ݱ行の『基準』は，わが国の原価計算の実務・研究・教ҭに
おいて，Ώるやかな実ફ規範としてਂくਁಁしているのがݱঢ়であΖう．このように，改定が
行われないまま『基準』が広く受容されていることの問題点を論じた研究として，ᓎ井（2014）
があげられる．以下では，このᓎ井（2014）を検討する．

���ɹ『ج४』ͷ࣌୅తɾཧ࿦తဃ཭
　ᓎ井（2014）は，1962年に公表された『基準』が，制定当時の経済環境や会計制度を前提と
しており，ݱ代の経済構造・会計基準・原価計算理論に適合していない点を指ఠする．ᓎ井
（2014）はまず，『基準』が高度経済成長期のプロダクト型経済を前提にࡦ定されたことを確認
した上で，その後の日本経済が，ソフト化・サービス化，ファイナンス化，インタンジブルズ
化を経てࠞ合型経済モデルへ移行したにもかかわらず，『基準』がこれらの変化に対応していな
いことを問題ࢹする．ᓎ井（2014）が示した時代区分と経済モデルの分ྨはਤ表２のとおりで
ある．これを見ると，すでに第２の区分から前提となっている経済モデル（とその特徴）と『基
準』がဃ཭し始めていることがわかる．

ਤද̎ɹ࣌୅۠෼ͱ経ࡁϞσϧ

時代区分 典型的な経済モデル 主要な特徴

1960年代以߱ プロダクト型経済 製造業の૬対的ॖ小

1970年代以߱ ソフト化・サービス化経済 IT企業・サービス業

1980年代以߱ ファイナンス型経済 デリバティブの૿大

1990年代以߱ インタンジブルズ型経済 ແ形財の૿大܏向

　　　　　　（出所：ᓎ井（2014），３ท）
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４　これらのઃ定プロセスの詳細については，高橋（2022a,�2022b）を参照されたい．
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　۩体的には，ソフトウェア開発やサービス産業における原価計算が広く実施されているݱঢ়
に対し，『基準』は製造業中心の࿮組みを前提としており，ソフトウェア原価計算やサービス原
価計算を想定していない．また，I'RS�ではサービス原価を棚卸資産として認識する規定が存
在するが，『基準』はこれに対応していない．
　さらにᓎ井（2014）は，『基準』がݱ代の会計基準・原価計算理論と整合しない点をෳ数あげ
る．主な論点は以下のとおりである．
　①後入先出法（LI'O）の容認
　　　I'RS�および日本のݱ行会計基準ではې止されているにもかかわらず，『基準』ではґવ

として許容されている．
定製造間接費の予定配ොの扱いݻ②　
　　　I'RS� が正常生産能力を基準とした配ොと༡休能力費の期間費用処理を求めるのに対

し，『基準』はその整合性を欠く．
　③マネジメント・アプローチへの不適合
　　　I'RS�および日本の企業会計基準が採用するマネジメント・アプローチに対し，『基準』

は部門別計算を前提としており，セグメント情報の考え方を取り込んでいない．
　④部門・څ付・原価管理・ABC�の概念の遅れ
する活動୯Ґ（activity）やミニ・プロフィットセンター，フィーࢹ代の原価計算がॏݱ　　　

ドバックをؚΉ原価管理，ABC�のҐ置づけが『基準』には൓өされていない．
法の必要性ࢹ損・減損の非度外࢓⑤　
　　　環境負ՙの可ࢹ化やマテリアルフローコスト会計の観点から，正常࢓損費をྑ品に負担

させる非度外ࢹ法が望ましいが，『基準』は度外ࢹ法を推঑している．
　ᶈ研究開発費の会計処理の不整合
格に否定または条݅付きで認めるのに対し，『基ݫ行会計基準が研究開発費の資産性をݱ　　　

準』はچདྷの技術研究費の扱いにとどまっている．
　ᶉ企業ങ収後の減損会計やグループ経営への非対応
　　　I'RS�が将དྷΩャッシϡフローに基づく減損テストを要求する一方，『基準』はこうした

インタンジブルズ型経済への対応を欠く．
　このようにᓎ井（2014）は，『基準』が制定後൒世ل以上改గされていないことにより，ݱ代
の経済環境・会計基準・原価計算理論とのဃ཭がਂࠁ化していると݁論づける．また，手ଓき
基準としてみると׬ᘳともいえる『基準』があるがΏえに，ແ൷判に൒世ل以上前に制定され
たա去の『基準』にしたがって執筆された著書や教科書があまりにも多い，ということも指ఠ
している．このため，「いいす͗であΖうか」という表ݱはしているものの，ᓎ井（2014）は，
『基準』の存在が原価計算研究の発展を્֐しているଆ面なのではないかと指ఠしている．これ
は非常にॏい指ఠである．

���ɹ『ج४』ͷ੍౓త߆ଋͱͦͷཧ࿦తҙຯ
　ここでは，わが国の『基準』が長期間にわたり改定されないまま実務・研究・教ҭにਁಁし
てきた݁果として生じている制度的拘束性，いわば「『基準』のढറ」について検討した．川野
（2022）の調査が示すように，『基準』をશ面的または大෯に採用する企業の割合は減গ܏向に
あるものの，ґવとして多数の企業が『基準』を参照しており，その影響力はݱ在も小さくない．
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こうしたঢ়گは，『基準』が実務における҉໧の規範としてࠜڧく機能していることを示してい
る．
　しかし，『基準』は制定当初から財務会計目的と管理会計目的をซせ持つという「スフィンク
ス的存在」とݺばれるような構造的なᐆດさを๊えており，その後の経済環境や原価計算理論
の変化に十分に対応できないままݻ定化されてきた．ᓎ井（2014）が指ఠするように，『基準』
は高度経済成長期の製造業中心モデルを前提とした世界観にґڌしており，ソフト化・サービ
ス化・ແ形資産化が進Ήݱ代経済を説明するには不十分である．また，I'RS�との整合性の欠
如や，ABC・戦略管理会計など1980年代以߱の理論的進展を取り込めていない点は，制度基準
としてのଥ当性を༳るがす可能性があるものである．
　さらに，ᓎ井（2014）のࢹ点からすると，『基準』が改定されないまま制度的権Җを保持して
きたことは，研究者や実務家に「『基準』に合わせて考える」発想をଅし，自༝な理論構築や実
務改ળを્֐する要Ҽとなっている可能性がある５．こうした意味で，『基準』は୯なる技術的
規範ではなく，原価計算の思考様式そのものを拘束する制度的࿮組みとして作用してきたとい
える６．
　以上の検討から明らかとなるのは，『基準』が原価計算の།一の正統的࿮組みとして機能して
きたことが，ΉしΖ原価計算の多様性や目的適合性を損ない，原価計算の構築性を正当に理解
することを妨げてきた可能性があるという点である７．原価計算が本དྷもつॊೈ性を回෮する
ためには，まず財務会計における製品原価がどのような制度的要請のもとで構築されているの
かを明確にし，そのうえで制度外原価計算がどのような目的のもとでಠ自の原価を構築しうる
のかを検討する必要がある．次節では，財務会計における製品原価の概念について，真実の原
価論争にয点を当てて論じる．

̐ɽࡒ຿会ܭʹ͓͚Δ੡඼ݪՁ

���ɹਅ࣮ͷݪՁ࿦૪
　原価計算における「真実の原価」概念は，原価計算制度の成立以དྷ，理論と実務の૒方にお
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５　『基準』の拘束性がਂࠁな影響を及΅しているのは，研究領域にとどまらず，教ҭのݱ場においても
同様である．ᓎ井（2014）が指ఠするように多くの教科書が『基準』にґڌして執筆されている΄か，
各種協会・ஂ体が実施する検定ݧࢼや公認会計士ݧࢼにおいても，その出題は『基準』に準ڌしている．
したがって，わが国で原価計算教ҭを受けた会計関܎者は例外なく『基準』に基づく知識体ܥを਎につ
けることになり，その݁果，実務においても『基準』がڧい影響力を保持しଓけることは必વである．

６　本稿では『基準』がݻ定化されていることの功ࡑのうちの「ࡑ」に関して論じている．これは，可及
的速やかに『基準』を改定せよ，ということにଈつながるわけではない．『基準』には普ว的である部
分も数多くؚまれており，また本文でも৮れているように広く実務・研究・教ҭにਁಁしているという
代的な環境に合わせて解ऍ指਑をઃける，というのも一つの方向性ݱঢ়をؑみると，それをԹ存してݱ
である．

７　制度用の原価計算が管理会計用の原価計算を拘束していることのฐ֐に関しては1980年代のアメリカ
でも意識されていた．+ohnson�and�Kaplan（1987）は，管理会計が企業の意思決定に対する有用性を૕
失していると൷判し，その原Ҽを1925年以߱の管理会計技法のఀ଺に求めた．൴らによれば，ݻ定費・
間接費が૿大し企業環境が大きく変化したにもかかわらず，企業はґવとして直接作業時間を基ૅとす
るچདྷの原価計算を用いଓけたため，製品原価が࿪み，管理会計は意思決定に資する情報を提供できな
くなった．また，財務会計へのա度な従属により，管理会計は୹期的な業績指標にറられ，経営管理の
役割を果たせなくなったと指ఠする．
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いて中心的な論点でありଓけてきた．とりわけ，実際原価計算が広く用いられていた時代に標
準原価計算がಋ入されたことは，原価の本質をめぐる従དྷの理解にࠜ本的な問いを投げかける
速に普及する一方で，実ٸ機となった．標準原価が管理目的に適合する合理的な基準としてܖ
際原価こそが事実に基づく原価であるとする立場もࠜڧく，྆者の優劣や役割分担をめぐる議
論は長期にわたりࡨ૰してきた．こうしたഎܠのもと，「真実の原価」をいかにଊえるべきかと
いう問題は，୯なる計算技術の選択を௒えて，原価概念そのもののྺ史的形成ա程や理論的基
ૅを再検討する必要性をුきூりにしている．以下では，この論争の展開とその理論的എܠを，
岡本（1961a,�1961b）の詳細な分析を手がかりに検討する．
　岡本（1961a）によれば，実際原価と標準原価のいずれが「真実の原価」であるかをめぐる論
争は，標準原価計算のొ場によってݦ在化し，今日に至るまで解決されていないとされる．標
準原価主ٛ者は，標準原価が慎ॏな調査に基づき製品の正確な生産原価にもっとも近いと主ு
し，実際原価の௒ա分はແବであり製品原価にؚめるべきでないと論じている．一方で，Lang
らの研究は，実際原価の持つ諸々の欠ؕʕ製造間接費の算入費目の不一க，配ොの不確実性，
生産量による୯価変動，管理上の遅延問題などʕを指ఠしつつも，実際原価をશ否定する立場
ではなく，標準原価のみが真実の原価であると断言していない点がॏ要であると岡本（1961a）
はड़べている．
　さらに岡本（1961a）は，ྺ史的には，標準原価は科学的管理法に基づく理想標準原価として
構想され，ୡ成困難な管理用基準であって，それ自体が真実の原価とみなされてきたわけでは
なかったことも指ఠしている．実際原価に対する൷判は主として情報提供の遅延やۮ発的要素
のࠞ入に༝དྷし，標準原価はそれらのແବを測定し管理する手ஈとして発展したとされる．
　標準原価と実際原価の間には多様な解ऍが存在し，それͧれが異なる目的や理論的എܠに基
づいて用いられているが，いずれの立場においても「真実の原価」概念を୯純化してଊえるこ
との困難さがුきூりとなる点を岡本（1961a）はڧ調している．
　岡本（1961b）は，実際原価計算と標準原価計算のྺ史的発展ա程にয点を当てており，そ
こでは特に不働費（༡休ઃඋ費用）の取扱いから「真実の原価」概念の成立ա程が詳細に論じ
られている．Whitmoreの1908年の講ٛをܖ機として，不働費は製品原価にؚまれるべきではな
いという考え方が生まれ，これが標準原価計算の基ૅ形成につながったとされる．標準配ො཰
は当初，実際的生産ઃඋ能力を基準としていたが，20世ل初಄以߱には価格決定や損益計算の
実務的要請に応じて，長期的な平ૢۉ業度を基準とする方式へと移行した．この変更により，
不働費の一部が配ො製造間接費にؚまれるという矛盾も生じたという．
　標準原価はୡ成目標としてのૢ業度を基にઃ定され，経営計ըやૢ業政ࡦの目的を൓өした
正常配ො཰として理解されるようになったが，ૢ業度の変動に൐って発生する不働費と能཰差
異の区別がᐆດになり，実際原価と標準原価の見地がࡨ૰するঢ়گが生まれたと岡本（1961b）
は指ఠしている．さらに，材料費計算や࿑務費計算の領域でも平ۉ価格や平ۉ௞཰を用いた原
価の正常化が進み，経営者の長期的な計ըや意ਤにଈした費用収益対応のҼ果関܎を追求する
中で，平ૢۉ業度基準による正常配ො཰が「真実の原価」として認識されるに至ったとされる．
岡本（1961b）によれば，標準原価計算の成立എܠには，経営理論・原価管理・ૢ業政ࡦ・損
益計算の૬互関連があり，それらが多֯的に整理され，理論的ࠜڌと実務的変遷が明շに示さ
れているという．
　以上の議論を総合すると，以下のような指ఠができる．標準原価計算のొ場は「真実の原価」
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をめぐるࠜ源的な問題をݦ在化させ，実際原価と標準原価のいずれを真実とみなすべきかとい
う論争を本格化させた．しかし，標準原価主ٛ者が標準原価の優Ґ性をڧ調する一方で，実際
原価の欠ؕを指ఠした論者も実際原価そのものを否定しきれず，また標準原価もྺ史的には管
理目的に応じて構想された基準にす͗なかったことが明らかにされた．さらに，不働費の扱い
や正常配ො཰の形成ա程に見られるように，྆者の理論的基盤は経営計ը・ૢ業政ࡦ・損益計
算とෳࡶにབྷみ合っており，「真実の原価」概念そのものが多ٛ的で一ٛ的に定めがたい性格を
ଳびている．こうした事情から，実際原価と標準原価のいずれが真実の原価であるかについて
の決定的な݁論はಋかれず，論争は࠷終的な収束をみることなく今日まで平行ઢをḷることと
なった．

���ɹ*'34͕規定͢Δਅ࣮ͷݪՁ
　先に見た真実の原価論争は平行ઢをḷることとなったが，ݱ代の会計基準ではこの点はどの
ように規定されているのだΖうか．I'RS（IAS�2）は，棚卸資産の測定において「原価と正味
実ݱ可能価額のいずれか௿い方」を用いることを基本原則としている（IAS�2.9）．ここでいう
原価には，ߪ入原価，加工原価，その他の付随原価がؚまれ（IAS�2.10-15），加工原価には材
料費・࿑務費に加えて製造間接費がؚまれる（IAS�2.12）．
　さらにIAS�2は，原価の算定方法として標準原価法を明確に認めており，「標準原価法は，݁
果が原価に近ࣅする場合には使用してよい」と規定している（IAS�2.21）．また，標準原価法は
「通常の材料・࿑務・ޮ཰・ૢ業度を考ྀした方法」であると説明されており（IAS�2.21），そ
の使用はあくまでศٓ的手法としてҐ置づけられている．
　このようにI'RSは標準原価の利用を否定していないものの，財務報告目的においては࠷終的
に実際原価に近ࣅした金額で棚卸資産を測定することを要求している．実務上も，標準原価差
異は財務報告時に調整され，棚卸資産のா簿価額が実際原価ベースに໭されることが求められ
るとされる．
　したがって，I'RSの࿮組みから見ると，先に見たようなかつての「標準原価対実際原価」の
真実の原価論争は，標準原価が実際原価をどの程度合理的に近ࣅしうるかという技術的問題へ
と収Ꮡしていると理解できる．すなわち，I'RSにおける「真実の原価」は実際原価を基ૅとす
るものであり，標準原価はその近ࣅ値として条݅付きで許容されるにす͗ない．

���ɹ࿦૪ʹܾண͸͍ͭͨͷ͔ʁ�
　真実の原価論争において，標準原価ࢧ持者は，実際原価がۮ発的要Ҽや非能཰をؚΉ「事後
的な݁果」であるのに対し，標準原価は通常のૢ業条݅を前提とした「合理的・規範的な原価」
である点をڧ調した．すなわち，標準原価は原価管理や能཰評価においてより適切な基準を提
供し，企業の経済的実態をより忠実に൓өしうるという主ுである．この立場からすれば，実
際原価こそが།一の「真実の原価」であるとする見解は，原価概念の本質を事後的事実に限定
するものであり，原価の規範的ଆ面をܰࢹしていると൷判された．
　しかしながら，I'RSなどで規定されるとこΖの財務会計制度は࠷終的に実際原価を基ૅとす
る方向で制度的決ணをみたものの，これは財務報告の統一性・比較可能性を確保するための制
度的要請に基づくものであり，標準原価ࢧ持者が提示した理論的論点を解消したわけではない．
標準原価が持つ�eY�ante�の合理性と，実際原価が持つ�eY�post�の客観性のいずれを「真実の原
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価」とみなすべきかについては，原価概念の目的ґ存性を前提とすれば，理論的に一ٛ的な݁
論をಋくことは困難である．
　したがって，真実の原価論争は制度的には実際原価優Ґという形で収束したものの，理論的
には標準原価ࢧ持者の主ுが׬શに否定されたわけではなく，原価概念の規範性と事実性のど
ちらをॏࢹすべきかという問題はなおະ決ணのまま残されている．この点は，原価が目的に応
じて多ٛ的に構成されるべきだとする�Clark（1923）の命題とも整合的であり，原価概念の理
論的整合性をめぐる議論がݱ在に至るまでܧଓしていることを示している．

̑ɽݪՁࢉܭͷଟੑݩͱ੍౓֎ݪՁࢉܭͷల։

���ɹʮҟͳΔ໨తʹ͸ҟͳΔݪՁΛʯ
　４．でみたように，実際原価と標準原価のいずれを「真実の原価」とみなすべきかをめぐる
議論は，原価概念そのものが୯一の基準で規定し得ない多ٛ的な性格をଳびていることを示し
ている．原価はྺ史的にも理論的にも，計算目的や利用場面に応じて異なる意味づけが༩えら
れてきたのであり，特定の原価のみをઈ対的な「真実」とҐ置づけること自体が適切でない可
能性がある．こうした問題意識は，管理会計における原価概念の整理をࢼみた�Clark（1923）
の古典的議論にも通じるものであり，そこで主ுされた「異なる目的には異なる原価を」と
いうࢹ点は，原価概念の多元性を理解する上でॏ要な示唆を༩える８．以下では，この�Clark
（1923）の議論を手がかりとして，管理会計における原価概念の構造とその意ٛを検討する．
　意思決定に不可欠な原価概念として差額原価がڍげられるが，この概念を会計分野で広く普
及させたのが�Clark（1923）である．Clark（1923）は，第一次世界大戦後のアメリカ企業にお
いてݻ定費が૿ٸし，従དྷの原価計算が経営意思決定に必要な情報を十分に提供できていない
ঢ়گを൷判し，原価概念を意思決定目的に応じて再構成する必要性を主ுした．著書�Studies�
in�the�Economics�of�Overhead�Costs�の第９ষ「Di⒎erent�Costs�for�Di⒎erent�Purposes（異な
る目的には異なる原価を）」では，経営者が直面する典型的な意思決定問題として，次の９つの
問題を提示している．すなわち，①新工場ݐઃが経済的に正当化されるか，②その新工場の࠷
適規模はいか΄どか，③ط存の生産方法の変更は経済的にଥ当か，④配当可能利益はいくらか，
⑤価格Ҿ下げによってൢച量を૿加させ得る場合，どこまで価格をҾき下げられるか，ᶈ競争
激化によりച上が減গした際，ൢച価格をどこまで切り下げられるか，ᶉ不گ下で工場を一時
ด࠯すべきか否か，ᶊؓࢄ期にサイドラインを扱うべきか否か，ᶋ工場をച却すべきか否か，
である．
　Clark（1923）は，これらの意思決定において参照すべき原価が一様ではないことを示すため
に，差額原価（di⒎erential�cost）という概念に加えて，将དྷの意思決定に影響を༩えないຒ຅
原価（sunk�costs）という概念を用い，原価が୯一の客観的数値ではなく，目的に応じて異な
る情報構造をもつ૬対的概念であることを明確にした．たとえば，製品価格決定においては総
原価が参照される一方，追加生産の可否判断においては変動費のみが関連原価として用いられ
るように，意思決定の種ྨ͝とに必要とされる原価情報は異なる．この「目的に応じて異なる
原価を用いる」という�Clark（1923）の原則は，管理会計における原価情報の利用を規定する

　　　　　　　　　
８　Clark（1923）の詳細およびその後の差額原価収益分析の展開については高橋	2009
を参照されたい．
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基本原理として今日までܧ承されている．また，ং文で「༡休能力が本書の中心的テーマであ
る」とड़べているように，Clark（1923）のࠜ本的な問題意識は，૿大するݻ定費と༡休能力を
いかに経営判断に݁びつけるかという点に置かれていた．
　ここでいう「目的」とは管理会計における意思決定目的を指すが，この࿮組みに財務会計の
目的，すなわち財務諸表作成目的をؚめても，この命題はґવとしてଥ当である．財務会計と
管理会計では目的が異なる以上，それͧれに適した原価概念が求められるからである．

���ɹ੍౓֎੡඼ݪՁࢉܭ
　ここまでみてきたように，原価計算はその目的に応じてෳ数の࢟を取りうる構築的な情報で
あり，財務会計における製品原価と管理会計における意思決定用原価は，それͧれ異なる制度
的要請と利用目的のもとで形成される．したがって，原価に།一の正解を求めるのではなく，
目的に応じてどのような原価が構築されるべきかを検討するࢹ点が不可欠となる．この点を౿
まえると，制度的拘束を受ける財務会計上の製品原価とは異なり，制度の外部で企業がಠ自に
構築する「制度外原価計算」がどのような役割を果たし，どのようなॊೈ性を持ちうるのかを
明らかにする必要がある．以下では，尾ാ（2020）を基に，この制度外原価計算の意ٛと構築
原理について検討する．
　尾ാ（2020）は，原価計算には『基準』が前提とする原価計算制度と，ෳ式簿記と݁合しな
い制度外原価計算の二領域が存在することを明確にし，とりわけ実務上きわめてॏ要であるに
もかかわらず理論研究がະ整උな「୯Ґ当たり製品原価計算」の体ܥ化をࢼみている．制度外
原価計算は，財務諸表作成を目的とする制度的原価計算とは異なり，ച価との比較を通じて製
品の採算性を判断するための情報提供を主؟とする点に特徴がある．
　まず尾ാ（2020）は，制度的原価計算がෳ式簿記機構と݁合し，調ୡ市場へのࢧ出を໢ཏ的
に೺Ѳして製品原価へと再分ྨする体ܥであるのに対し，制度外原価計算では実際発生費用と
製品原価の間に論理的断ઈが存在することを指ఠする．そのため，制度外の୯Ґ当たり製品原
価は，すべての製造間接費の回収を保ূするものではなく，ΉしΖKPI的な性格をଳびると論
じる．
　さらに尾ാ（2020）は，製品１୯Ґ当たり原価の意ٛを，①ച価との比較による採算性確認，
②価格ઃ定の基ૅ，③࢓入・ൢചަবの基ૅ，④工場の実力を示す指標，の４点に整理する．
特に④について，୯Ґ当たり原価が工場間比較の基準として機能しうることをڧ調しつつも，
終的には「ച価と直接比較できる୯Ґ」であることこそが୯Ґ当たり原価の本質的意ٛであ࠷
るとड़べる．
　また，制度外原価計算としての標準原価計算にも言及し，実務では標準原価差異分析を൐わ
ず，ച価比較の基準として標準原価（原価標準）だけをઃ定・更新する運用が広く存在するこ
とを示す．これは制度的標準原価計算とは異なるが，標準原価が「責任分界点」として機能し
ている点に制度外原価計算のಠ自性があると指ఠする．
　さらにIoTデータの活用可能性について，制度外原価計算は『基準』の制໿を受けないため，
詳細なサイクルタイムなどの物量データをॊೈに取り込み，工程別・作業別の原価構造をより
ਫ਼៛に೺Ѳできる点で親和性が高いと論じる．IoTデータに基づく標準作業時間の統計的ઃ定
は，制度外原価計算の高度化に寄༩するॏ要な研究領域であるとҐ置づけられる（尾ാ�2020）．
　このように，尾ാ（2020）は，制度外の୯Ґ当たり製品原価計算を，ച価比較を中心とした
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意思決定ࢧԉのためのಠ立した理論領域としてҐ置づけ，その特性・意ٛ・課題を体ܥ的に整
理している．
　尾ാ（2020）の議論は，従དྷの原価計算研究が制度的࿮組みにڧくґ存してきたことに対し，
制度外原価計算というಠ立した理論領域の存在とॏ要性を明確に提示した点で大きな意ٛがあ
る．とりわけ，୯Ґ当たり製品原価計算を「ച価比較を通じた意思決定ࢧԉ」という観点から
役割を再定ٛした点は，原価計算研究の範囲を֦ுするものである．その意ٛについては以下
の４つのࢹ点から指ఠできる．
　第一に，制度的原価計算と制度外原価計算の論理構造の差異を明確化した点は，原価情報の
多元性を理解するうえでॏ要である．制度的原価計算がෳ式簿記と݁合し，ࢧ出の໢ཏ的೺Ѳ
と再分ྨを目的とするのに対し，制度外原価計算は実際発生費用との対応関܎を必ずしも前提
としない．この指ఠは，୯Ґ当たり原価が「費用回収の保ূ」ではなく「KPIとしての機能」
を担うという実務的性格を理論的にཪづけるものであり，管理会計情報の役割を再検討するܖ
機を提供する．
　第二に，୯Ґ当たり原価の意ٛをച価比較・価格ઃ定・ަব基盤・工場能力指標という４つ
のଆ面に整理した点は，୯Ґ当たり原価が多面的な意思決定に寄༩することを体ܥ的に示した
ものである．特に，工場間比較の指標としての利用可能性を認めつつも，࠷終的には「ച価と
直接比較可能であること」が本質的意ٛであるとҐ置づけた点は，୯Ґ当たり原価の評価軸を
明確化し，研究上の概念的ࠞཚを解消する方向性を示している．
　第三に，制度外原価計算としての標準原価計算の再評価は，実務と理論のဃ཭をຒめるॏ要
なࢹ点を提供する．実務においては標準原価差異分析を൐わず，標準原価をച価比較の基準と
してઃ定・更新する運用が広く存在するという指ఠは，制度的標準原価計算とは異なる「責任
分界点」としての標準原価の機能を明らかにするものである．この点は，標準原価の役割を意
思決定ࢧԉの観点から再定ٛする研究の基盤となりうる．
　第四に，IoTデータの活用可能性に関する議論は，制度外原価計算の発展方向を示す先ۦ的
な提Ҋである．制度的制໿を受けない制度外原価計算は，サイクルタイムなどの詳細な物量デー
タをॊೈに取り込Ήことができ，工程別・作業別の原価構造をਫ਼៛に೺Ѳするためのプラット
フォームとして高い適合性を持つ．IoTデータに基づく標準作業時間の統計的ઃ定を研究領域
としてҐ置づけた点は，デジタル技術と管理会計の融合に向けた理論的基盤を提供する．
　以上のように，尾ാ（2020）は制度外原価計算，とりわけ୯Ґ当たり製品原価計算を，ച価
比較を中心とした意思決定ࢧԉのためのಠ立した理論領域として体ܥ化し，その特性・意ٛ・
発展可能性を明確に示した．この議論は，原価計算研究における制度中心主ٛを૬対化し，実
務にࠜ͟した新たな研究フロンティアを開くものであると考えられる．
　このように，尾ാ（2020）が提示した問題提起はきわめてॏ要である．また，尾ാ（2020）
でも指ఠされているように，その実ݱには�IoT�の活用が不可欠である．そこで次に，原価計算
における�IoT�活用の可能性について，尾ാ（2019）の議論を基ૅとして検討する．

���ɹݪՁࢉܭʹ͓͚Δ*P5ͷ׆༻
　尾ാ（2019）は，IoT�データの普及により，従དྷの原価計算理論が前提としてきたデータ取
得環境が大きく変化した点を指ఠし，「IoT�時代に適した新たな原価計算理論の構築の必要性」
を論じている．特に，１͝ݸとの加工時間や中断時間といった詳細な時ྻܥデータが容қに取
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得可能となることで，原価計算のあり方そのものが再検討をഭられるとする（尾ാ,�2019）．
　まず尾ാ（2019）は，原価計算には大きく二つのタイプがあると整理する．すなわち，①『基
準』が前提とする制度的原価計算と，②製品１୯Ґ当たりの直接材料・作業工数・機ց工数を
積み上げてച価と比較する原価計算である．ここで対৅とするのは後者であり，IoT�データと
の親和性が高いとされる．
　その文຺で，尾ാ（2019）は自਎が提এする「スナップショット・コスティング」を取り上
げ，࠷新の材料୯価や作業能཰を用いて୹いスパンで製品１ݸ当たりの原価を推定する手法が，
IoT�データと極めて૬性がྑいとड़べる．工程͝とにಠ立してデータを組み合わせられるため，
取得が容қなサイクルタイムは�IoT�データを用い，取得が難しい材料投入量は標準値を用いる
など，ॊೈな運用が可能となる．
　一方で，尾ാ（2019）は，「製品１ݸ当たり原価の限界」にも஫意をଅす．特に，加工費の多
くがݻ定費であるため，作業時間୹ॖが必ずしも実際のコスト࡟減につながらず，ച価Ҿ下げ
のࠜڌとして使うには前提条݅が必要であると指ఠする．改ળにより生産能力が૿大しても，
その能力が活用されなければ減価償却費が回収できず，企業શ体の利益は保ূされない．
　この問題に対し，尾ാ（2019）は，「標準原価の前提条݅（Ք働཰・負ՙ時間）の確保」が不
可欠であるとड़べる．൚用ઃඋではઃඋ総合ޮ཰を監ࢹし，原価企ը時にઃ定したՔ働཰がҡ
持されているかを確認することで，ച価と標準原価の比較が意味を持つようになる．
　さらに，原価企ը・採算分析・原価改ળの三つの࢓組みが標準原価を媒介として連ܞする必
要性をڧ調する．改ળにより作業時間が୹ॖされても，それが生産量֦大に݁びつかなければ
組みが࢓定費は回収できないため，改ળで創出されたΩャパシティの活用責任を明確化するݻ
求められる．
が೺（ස値࠷・値・中央値ۉ平）後に尾ാ（2019）は，IoT�データにより作業時間の分布࠷　
Ѳできるようになる点を౿まえ，「統計学的知見を取り入れた標準原価ઃ定の理論的検討」が今
後の課題であると݁論づける．
　尾ാ（2019）は，IoT�データの普及によって原価計算を取り巻くデータ取得環境が大きく変
容した点を౿まえ，従དྷの原価計算理論の再検討をଅすॏ要なࢹ点を提示している．特に，加
工時間や中断時間といった詳細な時ྻܥデータが容қに取得可能となったことが，製品１ݸ当
たり原価の算定方法や標準原価ઃ定のあり方に新たな可能性を開くという指ఠは，実務的にも
理論的にも示唆に෋Ή．
　尾ാ（2019）は，制度的原価計算と実務型原価計算を区分したうえで，後者が�IoT�データと
の親和性を有することを論じ，スナップショット・コスティングの有ޮ性を示している．この
点は，原価計算のॊೈ性やリアルタイム性を高める方向性として評価できる．一方で，製品１
減ޮ果の不確実性࡟定費の性質に起Ҽするコストݻ当たり原価の利用に൐う限界，とりわけݸ
についても指ఠしており，୯Ґ当たり原価を意思決定に用いる際の前提条݅を明確化する必要
性を示している点はॏ要である．
　また，標準原価の前提条݅としてՔ働཰や負ՙ時間の確保をҐ置づけ，ઃඋ総合ޮ཰の監ࢹ
を通じて標準原価のଥ当性を担保するという議論は，原価企ը・採算分析・原価改ળの連ܞを
ॏࢹする管理会計的ࢹ点と整合的である．ただし，これらの࢓組みがどのように組織的に運用
されるべきかについては，さらなる۩体化の余地が残されている．
　さらに，IoT�データによって作業時間の分布情報が取得可能となる点を౿まえ，統計学的知
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見を取り入れた標準原価ઃ定の必要性を指ఠする議論は，今後の研究課題としてଥ当であると
いえる．他方で，こうしたデータ活用が原価計算体ܥશ体にどのような影響を及΅すのか，制
度的原価計算との関܎をؚめた理論的整理については，今後の検討と展開が期଴される．
　このように，尾ാ（2019）の議論は，IoT�時代における原価計算の再構築に向けた基ૅ的論
点を提示するものであり，その意ٛは大きい一方で，提示された方向性を体ܥ的理論として確
立するためには，なお検討すべき課題が残されているといえる．

���ɹݪՁࢉܭͷଟੑݩͱ੍౓֎ݪՁࢉܭͷҙٛ
　ここでは，原価計算が目的に応じて異なる࢟を取りうるという管理会計の基本原理を確認し，
そのࢹ点から制度外原価計算の意ٛを検討した．Clark（1923）が示した「異なる目的には異な
る原価を」という命題は，原価が୯一の客観的数値ではなく，意思決定目的に応じて構築され
る૬対的概念であることを明確に示している．この原理は，財務会計と管理会計が異なる目的
を持つ以上，それͧれに適した原価概念が存在するという原価計算の多元性をཪづけるもので
ある．
　この多元性を౿まえると，制度的拘束を受ける財務会計上の製品原価とは別に，企業が意思
決定目的に応じてಠ自に構築する制度外原価計算のॏ要性がුかび上がる．尾ാ（2020）が示
すように，制度外原価計算はച価比較を中心とした採算性判断に特化した情報体ܥであり，୯
Ґ当たり原価が費用回収の保ূではなく�KPI�として機能する点に特徴がある．また，IoT�デー
タの普及は，工程別・作業別の原価構造をਫ਼៛に೺Ѳし，標準原価ઃ定を高度化する新たな可
能性を開いている．
　以上の検討から，原価計算は本質的に構築的であり，目的に応じてෳ数の原価概念がซ存し
うるということができる．制度外原価計算は，この多元性を前提とした意思決定ࢧԉのための
ಠ立した理論領域としてҐ置づけられ，IoT�時代における原価計算の再構築に向けたॏ要な基
盤を提供するものであるといえる．

̒ɽΉ͢ͼ

　本稿では，製品原価計算が多様な前提選択にґ存し，本質的に一定のフィクション性をଳび
ることを明らかにした．このフィクション性は原価計算の欠ؕを意味するものではなく，会計
情報が制度的・管理的目的に応じて構築されるという会計の本質にࠜ͟すものである．ΉしΖ，
原価計算が目的に応じてෳ数の࢟を取りうるというॊೈ性をඋえていることこそが，原価情報
の有用性をࢧえているといえる．
　しかしながら，わが国では『基準』が長らく制度的規範として機能してきた݁果，原価計算
の構築性が十分に認識されず，目的に応じた原価の多様なあり方が制度的に཈制されてきたଆ
面がある．本稿では，この「基準のढറ」が原価計算の発展を拘束してきた構造的問題を検討
した．また，財務会計における製品原価が外部報告という制度的要請のもとでどのように構築
されているのかを明らかにした．
　さらに，原価計算の構築性というࢹ点を౿まえることで，制度的原価計算の外ଆに広がる多
様な原価情報の可能性や，IoT�データの普及が原価計算の前提を変えつつあるݱঢ়についても
検討した．原価計算を୯一の制度的࿮組みにดじ込めるのではなく，目的に応じてෳ数の原価
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概念がซ存しうる多元的体ܥとしてଊえ直すことが，今後の理論的発展にとってॏ要である．
　本稿では，製品原価が།一の実体的数値ではなく，制度的・管理的目的に応じて構築される
情報であるというࢹ点を明確にした．このࢹ点を౿まえることで，原価計算をめぐる従དྷの前
提や制度的࿮組みを૬対化し，原価情報のあり方をより広い文຺から再考するための基盤が得
られたといえる．今後は，原価計算の構築性を前提としつつ，制度的要請と管理的要請の૒方
に応える原価情報のあり方を，理論と実務の૒方から検討していくことが求められる．
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